
訪問看護ステーション春草苑（介護保険）重要事項 

 

あなたに対する訪問看護の提供開始にあたり、厚生労働省令第３７号の第８条に基づい

て事業所があなたに説明すべき重要事項は次のとおりです。 

 

１．事業者概要 

事業者名称 医療法人社団坂梨会 

所在地 熊本県阿蘇市内牧１１５３番地の１ 

代表者名 坂梨 嘉壽惠 

電話番号 ０９６７－３２－０８８１ 

 

２．事業所概要 

事業所名称 訪問看護ステーション春草苑 

指定番号 熊本県指定 第 ４３６１４９００１６号 

所在地 〒８６９－２３０１ 熊本県阿蘇市内牧１１５９番地６ 

携帯電話番号 ０８０－１５３６－６０４０  

電話番号 電話０９６７－３２－３２５５ FAX０９６７－３２－３２５６ 

 

３．事業所の目的と運営方針 

事業の目的 

居宅において、主治医が訪問看護の必要を認めた利用者に対して、適切な訪問看護を提供 

することを目的とする。 

運営の方針 

(１)訪問看護ステーション春草苑（以下、本事業所という。）の看護師その他の従業者は利

用者の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、要介護状態の軽減又は悪化防

止に資するように、療養上の目的を設定して支援する。 

(２)事業の実施にあたっては、居宅介護支援事業所、関係区市町村、地域の保健・医療福祉

機関との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

(３)本事業所は、必要な時に必要な訪問看護の提供が行えるよう、事業実施体制の整備に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 



４．本事業所の職員体制（2026年 4月１日現在） 

 

 

５．営業時間 

営業日・営業時間 
月曜日～土曜日（１２月３０日から１月 3日を除く） 

午前８時３０分～午後 5時３０分 

                         （注）上記以外は相談に応じます。 

 

６．営業地域 

阿蘇市 

           （注）上記以外は相談に応じます。 

（注）阿蘇市以外の訪問看護では交通費は実費の扱いとなります。 

 

７．利用料 

〇利用料として介護保険法第４１条に規定する居宅介護サービス費の支給対象となる費用

にかかる額の支払いを利用者から受けるものとします。 

〇利用者は訪問看護ステーション春草苑料金表（別紙）に定めた訪問看護サービスに対す

る所定の利用料および、サービスを提供する上で別途必要になった費用を支払うものと

します。 

〇利用料金の支払い方法 

 毎月、１５日以降に前月分の請求書をお渡し致します。 

１）口座振替利用の場合 

利用料は１ヶ月単位とし、当月分の請求書を翌月１５日以降に送らせていただきま

す。 

２）現金払いの場合 

利用料は 1ヶ月単位とし、当月分を翌月１５日以降にご請求させていただきます。

訪問時に集金し、領収証を発行致します。 

※キャンセル料 

訪問看護の利用中止については、前日までにご連絡をいただければ、予定されたサ

ービスを変更または中止することができます。 

  

 

 

職種  常勤  非常勤 

管理者（看護師） 1名（兼務）  

看護師  ２名（専任） １名（兼務）  

リハビリ職員  １名（専任）  １名（兼任）  

事務職員 １名（兼務）  



ご連絡をいただく時間 キャンセル料 

前日までにご連絡をいただいた場合 不要です。 

当日、訪問前までのご連絡の場合 1.000円を請求いたします。 

訪問までにご連絡のない場合 １提供あたりの料金の 100%を請求いたします。 

※ただし、ご利用者の急な入院等の場合には、キャンセル料は請求いたしません。 

    ※交通費別。 

 

８・緊急時等の対応の方法 

 訪問看護の提供に当たり事故、体調の急変等が生じた場合は、事前の打ち合わせに基づ 

き、ご家族、主治医、緊急機関、居宅介護支援事業者等に連絡します。 

 

契約の有効期間中、地震・台風・大雨等の天災その他やむを得ない事情により、訪問看  

護サービスの実施が出来なくなる場合があります。事業所は感染症及び災害に関わる業 

務継続計画を策定し速やかなサービス再開に努めます。 

 

ご利用者（家族）緊急連絡先 

 

氏名             続柄（      ）電話 

 

主治医名                     電話 

 

９．秘密の保持 

 本事業所の職員は、当該事業を行う上で知りえたご利用者およびその家族に関する秘密

を正当な理由なく、第３者に漏らしません。この秘密を保持する義務は、契約が終了し

た後も継続します。 

 

１０．高齢者虐待防止 

 本事業所は、利用者様等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に揚げるとおり必要

な措置を講じます。 

（１）研修を通じて、従業員の人権意識の向上や知識技術の向上に努めます。 

（２）居宅サービス計画の作成など適切な支援の実施に努めます。 

（３）従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか、従業者がご

利用者等の権利擁護に取り組める環境整備に努めます。 

 

１１．苦情申し立て窓口 

   当事業所の訪問看護に関するご相談・苦情およびサービス計画に基づいて提供して

いる各サービスについてのご相談・苦情を承ります。 

 



訪問看護ステーション春草苑   担当  坂本 美保 

                      電話  ０９６７－３２－３２５５ 

 

熊本県国民健康保険団体連合会 

             熊本県熊本市健軍１丁目１８番７号 

             電話 ０９６－２１４－１１０１ 

 

１２.感染拡大防止 

 感染症発生時の対応・新型コロナウイルス感染症の対応など事前に体制を整備し、次の

ように必要な措置を講じます。 

（１） 研修を通じて、従業員の感染症の知識取得・技術の向上に努めます。 

（２）居宅サービス計画書の作成など適切な支援の実施に努めます。 

（３）利用者及び従業員の健康管理の重要性を自覚し早期発見・早期対応に努めます。 

 

 

 

   年  月  日 

 

指定訪問看護の開始にあたり、ご利用者に対して重要事項説明書に基づいて、 

重要事項を説明いたしました。 

     指定居宅サービス事業所 

     所在地 〒869-3201  熊本県阿蘇市内牧１１５９番地６ 

                  訪問看護ステーション春草苑  

                    理事長  坂梨 嘉壽惠 ㊞ 

 

 

   （説明者）氏名           ㊞   （管理者）坂本 美保 ㊞ 

 

わたしは本書面により、本事業所から訪問看護の利用に際し、重要事項の説明をうけまし

た。  

 

     利用者    住所 

         

               氏名              ㊞ 

 

     家族（代理人）住所 

 

               氏名              ㊞ 続柄（    ） 


